
令和３年度八幡浜地区施設事務組合消防本部 
甲 種 防 火 管 理 再 講 習 実 施 要 領 

 
１ 講習の目的 
  消防法施行令第４条の２の２第１項第１号に該当して、甲種防火管理再講習の受講が必要と

なる防火対象物の防火管理者に付与すること。 
 
２ 講習日時及び場所 
  日 時  令和３年８月６日（金） 
       ９時００分から１１時３０分まで 
  場 所  八幡浜市保内町宮内１番耕地１２７番地 
       八幡浜市中央公民館保内別館 ２階大会議室 
 
３ 講習内容及び時間 

講 習 時 間 講 習 内 容 

８／６ 
 

（金） 

９時００分から ９時１０分まで 開講式・主催者挨拶 

９時１０分から１０時１０分まで 
防火管理に関する法令の改正の概要

に関すること（おおむね過去５年間） 

１０時２０分から１１時２０分まで 火災事例等の研究に関すること 

１１時２０分から１１時３０分まで 閉講式・修了証交付 

 
４ 受講申込み 
  受講希望者は、別添受講申込書により、令和３年６月１４日（月）から７月１６日（金）ま

でに八幡浜地区消防本部予防課、又は各分署に申し込みをしてください。メール及びファック

スによる申し込みの場合は受講申込書の記入要領に記載のメールアドレス、ファックス番号宛

に送信してください。消防本部予防課での受付は土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後

５時１５分までです。なお、定員６０名になり次第、受付を締め切ります。 
 ◆ 甲種防火管理新規講習修了証又は甲種防火管理再講習修了証の写しを添付してください。 

 
５ 修了証の交付 
  講習の全課程を修了した者に、修了証を交付します。 
 
６ 受講料 
  受講料は無料です。ただし、テキスト代１，４００円が必要です。受講当日に受付で集金し

ますので、必ずおつりのいらないようにお願いします。 
 
７ その他 
 ⑴ 受講者は、所定の時刻までに身分証明書（各種免許証等）を提示し、指定の席に着席して

ください。 
 ⑵ 駐車場には限りがありますので、乗り合わせていただくようお願いします。 
 ⑶ 受講者の安全確保のために受講日に平熱比１度超過の方、息苦しさ・強い倦怠感、軽度で

あっても咳・咽頭痛などの症状がある方、新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃

厚接触がある場合、過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

いる国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある方、マスクを着用されていな

い方は受講できませんのでご注意ください。 
 ⑷ 新型コロナウイルス感染症の流行状況によって延期又は中止となる場合があります。その

場合は当消防本部ホームページにて掲載いたします。ホームページの閲覧できない方は電話

にてお問い合わせください。 
 



 
※ 問合せ先 

八幡浜地区施設事務組合  
消防本部予防課  ２３－０１１９  第一分署  ５３－０３１１ 

   第二分署     ３６－３１１９  第三分署  ３３―３３４９ 
 
 

※ 郵送の場合（７月１６日（金）必着） 
受講申込書を封入し、下記へ送付してください。 
 

  〒７９６－００１０ 八幡浜市松柏丙７９６番地 
            八幡浜地区施設事務組合消防本部予防課           
 
 
 
・会場および駐車場位置図 
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